
建設工事の入札制度改定に係る説明会次第

第1回　平成27年9月16日(火) 14:00-　長野県庁議会棟　404･405会議室

第2回　平成27年9月18日(金) 14:00-　安曇野合庁　講堂

第3回　平成27年9月24日(木) 14:00-　飯田合庁　講堂

第4回　平成27年9月25日(金) 14:00-　上田合庁　講堂

1　開会

2　あいさつ

3　説明事項

( 1 )災害時の緊急体制を整えている企業を評価する総合評価落札方式について

( 2)若手技術者の活用を評価する総合評価落札方式について

(3)情報共有システムの運用について

4　質疑応答

5　閉会



建設部技術管理室

災害時の緊急体制を整えている企業を評価する総合評価落札方式の試行

1　現状と課題

･災害時において､専門的知識を有する者による被災状況調査などの緊急活動

は､早期の災害復旧に大きく寄与しており､その重要性も増してきている｡

･このため､被災状況調査などの緊急活動への社員の参加について､企業の理

解を深める必要がある｡

2　取組内容等

【対象工事】

災害により被災した箇所の復旧工事(予防工事は除く)

【評価内容】

被災状況調査※1などの緊急活動に協力する体制を整えている企業※2(被災

状況調査などの緊急活動が行うことができる社員が所属する企業)を評価す

る｡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(評価点0.5点(選択))

※1　被災状況調査

県との災害協定に基づく､長野県被災建築物応急危険度判定士が行う応急危険度

判定並びに長野県砂防ボランティア協会が行う被災状況調査及び復旧アドバイスな

どの活動

※2　緊急活動に協力する体制を整えている企業

長野県被災建築物応急危険度判定士の認定を受けている者又は長野県砂防ボラン

ティア協会に所属する斜面判定士の認定を受けている者を雇用している企業

〔参考〕各認定の詳細は､次のURLへアクセスするとご覧いただけます｡

･長野県被災建築物応急危険度判定士: http://www.pref.nagano.1g.ip/kenchiku/kurashi/sumai/shisaku/kikendo.html

･長野県砂防ボランティア協会　　: http:〃W州〟軸

･斜面判定士　　　　　　　　　　　: htto://W.sff.or.jD/vo一unteer/hanteishi/

3　実施時期

平成27年1 0月1日以降の公告案件で試行

4　効　果

被災状況調査などの緊急活動への社員の参加について企業としての理解が一

層進むことで､社員が参加しやすい環境が整備され､二次災害防止や災害復旧

活動に向けた調査が迅速に行われ､被災箇所の早期の復旧につながる0



建設部　技術管理室

建設工事において､主任技術者等として､若手技術者を配置するこ
とを評価する総合評価落札方式について

1　現状と課題

(1 )若手入職者の減少により技術者の高齢化が進行し､建設業者の施工能力の低下や品

質確保への影響が懸念される｡

( 2)現行の総合評価落札方式では､価格以外の評価項目である技術者要件｢配置技術者)｣

として､主任技術者の実績(工事成績や表彰履歴)を喜里塵していることから､これ

らの実績を持たない若手技術者を配置することが敬遠されてしまう｡

2　取組内容等

総合評価落札方式において､実績のない(少ない)若手技術者を主任技術者として

配置し､かつ実績を有し､経験豊富な技術者を現場代理人として配置する場合は､

｢配置技術者｣として､現場代理人の持つ実績を評価する｡

主任技術者(専任)

(実績なし)

現場代理人(実績豊富) 

入札時には､現場代理人の実績 

(工事成績､表彰)を評価 
工事成績の付与

優良技術者表彰は､どちらか1名を選択

3　実施時期

平成27年1 0月1日以降の公告案件で実施

4　効　果

若手技術者が実績を積むことによって､以降の工事において､若手技術者を独立し

て､主任技術者として配置することが可能となる｡ (現場代理人との兼任可能)

(2)工事現場において､経験豊富な現場代理人の指導を受けることで､毒手技術者の技

術力が向上する｡

(3)若手入職者減少と技術者高齢化の抑制が期待される｡



情報共有システムの本格的運用について(莱)

技術管理室

1.経緯

長野県では､平成20年度からCALS/EC推進の一環として､公共工事において情報共有シス

テムを実証実験として活用してきた｡

年度 們�郢>�vR�件数 儖Xﾖﾂ�

H20 �ｩYHｴ�Eﾈ/�ﾌ�.�+X+ﾘ���溢�ﾋ��8(6h8ｲ��5件 ��

H21 們��溢�ﾋ�,ﾈｦy�R����ｸﾔ磯h,ﾈ轌.ｒ�23件 �6H��EｹV�/�ﾖﾉ{b�

H22 們��溢�ﾋ�,ﾉ���ｸｦy�R�2ﾃ���iﾈ苓決�2��46件 ��

H23 們��溢�ﾋ�,ﾉ���ｸｦy�R依I�Y�8,H,ﾈ粂ﾈ��94件 ��

H24 們��溢�ﾋ�,ﾈﾇ����177件 ��

H25 們��溢�ﾋ�,ﾈﾇ����269件 ��

‖26 們��溢�ﾋ�,ﾈﾇ����270件 ��

2.実証実験のアンケートによる検証

平成23年度より､システム利用者へアンケートの協力依頼を行ってきた｡その結果､書類提

出のために事務所へ出向く回数が減ったことにより､現場管理に専念できた事や､現場状況の

共有を簡単に行えることができた事など､一定の効果が認められた｡

3.今後の情報共有システムの運用

建設部発注の建設工事(建築工事を除く)
･情報共有システムについては､全公告案件を対象とする｡

･当初請負金色15,000千円以上は原則実施｡実施できない場合は､できない旨協議をし発注

者が牡める場合は実施しないものとする｡
1 15.000千円未満の工事については､実施について､受発注著聞の協議において決定する｡

･ H27. 10. 1公告案件から適用

4.積算上の取り扱い

技術管理費として共通仮設費率に含まれる
･施工管理で使用する0Å機器の費用(情報共有に係る費用(登録料及び利用料)を含む)

5.工事成績評定について

現在､情報共有システムを利用した場合､加点評価しているが､原則実施するため加点評

価は行わない｡


